
病院事業の経営形態に関する制度比較

一部適用 全部適用 指定管理者 地方独立行政法人

地方公営企業法 地方公営企業法 地方自治法 地方独立行政法人法

地方公営企業法の財務規定のみ
適用

組織、給与、人事など地方公営企
業法の全てを適用

行政が運営団体を指定（公設民
営）

独法法により、行政から独立

－ 条例で規定 議会議決 国の認可

市 市 市 地方独立行政法人

市長 事業管理者 指定管理団体の長 理事長

予算・決算など 予算・決算など 団体の指定など 中期目標の作成・変更など

職員の任免 市長 事業管理者 指定管理団体の長 理事長

職員の身分 地方公務員 地方公務員 指定管理団体の職員 独法職員（非公務員）

定員管理 条例定数に含まれる 条例定数に含まれる 条例定数に含まれない 条例定数に含まれない

給与 条例による
給与の種類・基準は条例制定
給与の額・支給方法等の細目は管
理規定で定める

指定管理団体の裁量
法人にて規定
市へ届出、公表

人
事
・
組
織
面

根拠法

制度概要

設立方法

開設者

経営責任者

議会の関与



H27.4.1現在
市町村 一部適用 全部適用 全適移行時期 主施設名 備考

札幌市 ○ H18.4.1 市立札幌病院
函館市 ○ H18.4.1 市立函館病院
小樽市 ○ H21.4.1 小樽市立病院
旭川市 ○ H21.4.1 市立旭川病院
室蘭市 ○ H20.4.1 市立室蘭総合病院
釧路市 ○ 市立釧路総合病院
岩見沢市 ○ 岩見沢市立総合病院
留萌市 ○ H19.4.1 留萌市立病院
苫小牧市 ○ 苫小牧市立病院
稚内市 ○ H19.4.1 市立稚内病院
美唄市 ○ 市立美唄病院
芦別市 ○ 市立芦別病院
江別市 ○ 江別市立病院
赤平市 ○ あかびら市立病院
士別市 ○ 士別市立病院
三笠市 ○ 市立三笠総合病院
根室市 ○ H27.4.1 市立根室病院
千歳市 ○ 市立千歳市民病院
滝川市 ○ 滝川市立病院
砂川市 ○ H26.4.1 砂川市立病院
歌志内市 ○ 歌志内市立病院
深川市 ○ 深川市立病院
松前町 ○ H21.4.1 松前町立松前病院
木古内町 ○ H24.10.1 木古内町国民健康保険病院
森町 ○ 森町国民健康保険病院
八雲町 ○ 八雲総合病院
長万部町 ○ 長万部町立病院
厚沢部町 ○ 厚沢部町国民健康保険病院
乙部町 ○ 乙部町国民健康保険病院
奥尻町 ○ 奥尻町国民健康保険病院
今金町 ○ 今金町国保病院
せたな町 ○ せたな町立国保病院
黒松内町 ○ 黒松内町国民健康保険病院
南幌町 ○ 国民健康保険町立南幌病院
奈井江町 ○ 奈井江町立国民健康保険病院
由仁町 ○ 国民健康保険由仁町立病院
長沼町 ○ 町立長沼病院
月形町 ○ 国民健康保険月形町立病院
美瑛町 ○ 美瑛町立病院
上富良野町 ○ 上富良野町立病院
中富良野町 ○ 中富良野町立病院
和寒町 ○ 国民健康保険町立和寒病院
下川町 ○ 町立下川病院
幌加内町 ○ 幌加内町国民健康保険病院
遠別町 ○ 遠別町立国保病院
天塩町 ○ 天塩町立国民健康保険病院
猿払村 ○ 猿払村国民健康保険病院
浜頓別町 ○ 浜頓別町国民健康保険病院
中頓別町 ○ 中頓別町国民健康保険病院
枝幸町 ○ 枝幸町国民健康保険病院
豊富町 ○ 豊富町国民健康保険病院
美幌町 ○ 美幌町立国民健康保険病院
斜里町 ○ 斜里町国民健康保険病院
滝上町 ○ 滝上町国民健康保険病院
興部町 ○ 興部町国民健康保険病院
雄武町 ○ 雄武町国民健康保険病院
豊浦町 ○ 豊浦町国民健康保険病院
白老町 ○ 白老町立国民健康保険病院
むかわ町 ○ むかわ町鵡川厚生病院 H20.3～JA北海道厚生連に指定管理
日高町 ○ 門別国民健康保険病院
平取町 ○ 平取町国民健康保険病院
新ひだか町 ○ 新ひだか町立静岡病院
士幌町 ○ 士幌町国民健康保険病院
鹿追町 ○ 鹿追町国民健康保険病院
芽室町 ○ 公立芽室病院
大樹町 ○ 大樹町立国民健康保険病院
広尾町 ○ 広尾町国民健康保険病院
池田町 ○ 十勝いけだ地域医療センター H23.10～地域医療振興協会に指定管理
本別町 ○ 本別町国民健康保険病院
足寄町 ○ 足寄町国民健康保険病院
厚岸町 ○ 町立厚岸病院
標茶町 ○ 標茶町立病院
別海町 ○ 町立別海病院
中標津町 ○ S39.4.1 町立中標津病院
標津町 ○ 標津町国民健康保険標津病院
広域紋別病院企業団 ○ H23.4.1 広域紋別病院
利尻島国民健康保険病院組合 ○ 利尻町国保中央病院

名寄市立総合病院
名寄東病院 H19.9～上川北部医師会に指定管理

合  計 65 13

名寄市 ○

道内市町村立病院の地方公営企業法適用状況



【参考】経営形態の見直しにより効果があったと回答した病院の割合
（「公立病院改革プランの平成24年度実績等について（平成25年4月総務省実施）より）

回答数
(a)

全部適用 100

地方独立行政法人化 48

指定管理者制度 15

医業収支比率

経営の自主性

　平成21～25年度に地方公営企業法の財務適用から全部適用へ移行した病院、地方独立行政法人化した病院、指定
管理者制度を導入した病院の平成20年度決算と平成25年度決算を比較している。

公立病院改革プラン実施状況等の調査結果（平成25年度）
（調査日：平成26年3月31日）

全部適用化病院の経常収支比率(平均)
H20　94.2％　→　H25　98.5％

地方独立行政法人化病院の経常収支比率(平均)
H20　97.1％　→　H25　101.8％

指定管理者制度導入病院の経常収支比率(平均)
H20　87.9％　→　H25　93.1％

全部適用化病院の医業収支比率(平均)
H20　85.6％　→　H25　87.7％

地方独立行政法人化病院の医業収支比率(平均)
H20　80.8％　→　H25　85.6％

指定管理者制度導入病院の医業収支比率(平均)
H20　66.8％　→　H25　76.8％

68.0%76

48

-

効果あり(b) 割合(b/a) 効果あり(c)

76.0%

100.0%

-

68

42

11

87.5%

73.3%

経常収支比率

経常収支比率 医業収支比率

経常収支比率 医業収支比率

見直し後の経営形態
経営の効率化

割合(c/a)

【減少】
31病院

27.7%

【増加】
81病院

72.3%

112病

【増加】
66病院

58.9%

112病

【地方公営企業法の全部適用化】

【減少】
46病院

41.1%

【減少】
11病院

22.4%

【増加】
38病院

77.6%

49病院

【増加】
37病院

75.5%

49病院

【地方独立行政法人化】

【減少】
12病院

24.5%

【減少】
5病院

33.3%

【増加】
10病院

66.7%

15病院

【増加】
12病院

80.0%

15病院

【指定管理者制度導入】

【減少】
3病院

20.0%
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